
問　税務課　町民税係　　☎７６７-２１17
資産税係　　☎７６７-２329
収納整理係　☎７６７-２172

◆なぜ「税金」が必要なの？
　国や県、町では、皆さまが健康で文化的な生活を送るために、個人ではできない様々な「公共サービス」や「公共施設」を
提供しています。このような公共サービス等を提供するためには、多くの費用が必要になります。その費用を皆さまに
公平に負担していただいているものが「税金」です。
　国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険についても、加入者が病気やケガ、介護が必要になったときに安心して
医療・介護サービスを受けられるように、加入者の皆さまで保険税（料）を負担し合うものです。

◆「納税（税金を納めること）」は国民の三大義務の一つです
　国民の三大義務という言葉を学校の授業などで耳にされたことがあるかと思います。「納税」は
「教育」、「勤労」と並んで国民の果たすべき三大義務の一つとして、日本国憲法に定められています。

◆納期限までに納付しましょう
　皆さまに納付いただいた税金や保険料は、行政等のサービス提供に充て
られる貴重な財源となりますので、皆さまが安心して豊かな社会生活を送る
ことができるよう、税金や保険料は期限内の納付にご協力をお願いします。

税金や保険料をなぜ納めるの？
～改めて考えてみましょう～
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仙台紙工の「プラス思考」で、
　　あなたの「思い」をもっと豊かに
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TEL 022 356 2424 FAX 022 356 5066

〒981 01１１ 利府町加瀬字東後山１９－１

株式
会社 利府衛生

一般廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬
し尿処理・浄化槽維持管理・清掃業務

閲覧場所 電話番号
国土交通省北上川下流河川事務所 0225-94-9847（流域治水課）
仙台土木事務所 022-297-4154（河川砂防第三班）
東部土木事務所（石巻合同庁舎） 0225-98-3360（河川砂防第一班）
利府町役場（総務部） 022-767-2174（危機管理係）

＜概　要＞
　気候変動の影響による水災害の激甚化に伴い、鳴瀬川水系吉田川および高城川水系高城川では、流域のあらゆる
関係者による協働した総合的かつ多層的な水害対策の実施に向け、令和5年7月に東北地方で初となる特定都市河
川の指定を行い、自治体や関係機関等による協議会を組織し、「吉田川・高城川 命と生業を守る流域治水推進計画」
の策定に向けて検討を進めてきました。
　「吉田川・高城川　命と生業を守る流域治水推進計画（素案）」について、関係住民の皆さまからの
ご意見を募集します。皆さまからお寄せいただいたご意見は、当該ご意見に対する考え方と併せ公
表するとともに、本計画に反映させていただきます。
＜公表資料＞  計画（素案）および意見書は二次元コードからダウンロードしてください。

＜資料の閲覧場所＞

＜意見の提出先・提出方法＞
●郵便の場合　〒986-0861 石巻市蛇田字新下沼80 流域治水課 宛　
●FAXの場合　0225-94-9857　●電子メールの場合　thr-742chosa01@mlit.go.jp
＜ご意見の募集期間＞  
7月26日（金）まで（郵送の場合は必着）
＜連絡先＞  
国土交通省　北上川下流河川事務所　流域治水課　☎︎0225-94-9847

吉田川・高城川 命と生
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を守る流域治水推進計画（素案）に
対する意見を募集します
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